
道路後退事前調査申込書の電子申請が始まります

道路後退事前調査の申込については、申請、回答ともに書面のみとしておりましたが、申込者

様の利便性を考慮し、今後は従来の書面による申請に加え、電子申請・届出サービスを導入しま

す。

不動産調査や開発予定地の調査などで、道路後退の有無と方針をお知りになりたい場合は、従

来の書面申請だけでなく、電子申請・届出サービスのご利用もご検討ください。

（※道路後退事前協議申込書については、従来どおり書面申請のみとなります）

電子申請の受付開始日

令和８年４月１日 ０時００分から

申請方法

電子申請・届出サービスの利用については無料です。また、利用者登録をすると、入力項目の

一部が自動で反映されます。（利用者登録をしなくても申請は可能です）

申請画面の入力内容と添付書類は従来の書面と変更はありません。申請画面の URL と QR コー

ドは下部に、入力方法については裏面に例がありますのでご確認ください。

回答の受領

回答ができましたら、登録した電子メールアドレスあてに通知が来ますので、電子申請・届出

サービスにログインし、回答書をダウンロードしてください。

公印

令和８年４月１日以降、電子申請・書面申請ともに、回答書の公印は省略とさせていただきま

す。

Q＆A

Q１：書面で申請し、電子申請で回答を受け取ることは可能ですか？ また、電子で申請し、回

答を書面で受け取ることは可能ですか？

A１：書面で申請した場合の回答は、書面のみの回答とさせてただきます。また、電子申請した

場合も、電子申請での回答のみとさせていただきます。（※FAX での申請は不可です）

Q２：電子で申請した場合、従来の書面と比べて回答は早くなりますか？

A２：書面、電子ともに回答まで従来どおり 2 週間程度要しますが、電子申請の方が回答が早

くなるということはありません。

Q３：代理人での申請はどのようにすればよいでしょうか？

A３：書面で委任状を添付し申請してください。電子申請は本人の申請のみ受付けております

が、この調査はどなたでも申込みが可能ですので、申請人としてお申込みください。

【問合せ先】

春日部市 道路管理課 道路用地担当

電話：048-736-1３５７（直通）

URL：https://apply.e-tumo.jp/city-kasukabe-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=111195

QRコード：

https://apply.e-tumo.jp/city-kasukabe-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=111195


クリック

クリック

利用者登録をしない方はこちらをクリック

利用者登録済の方は
こちらからログイン
してください

必要事項を入力し、案内図と公図を
添付したうえで申請してください
（案内図と公図は場所を明示してください）
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